
佐 賀 県 神 社 庁 報（３17号）                令和 7年２月 1日発行 

1 

 

 
 

令
和
七
年 

神
社
庁
学
神
祭 

 
 

 
 

去
る
一
月
十
一
日
午
後

三
時
よ
り
平
和
会
館
三
階

「
神
殿
の
間
」
に
お
い
て
、

恒
例
の
「
神
社
庁
学
神
祭
」

が
斎
行
さ
れ
た
。 

 

斎
主
に
は
村
田
副
庁
長
、

祭
員
と
し
て
神
埼
地
区
支

部
よ
り
北
島
巌
宮
司
、
佐
賀

地
区
第
二
支
部
北
よ
り
阿

久
津
奈
美
恵
宮
司
、
三
養
基
地
区
支
部
奉
仕
予

定
者
の
急
な
体
調
不
良
に

よ
り
川
浪
雅
英
県
護
國
神

社
権
祢
宜
に
奉
仕
戴
い
た
。

ま
た
、
伶
人
と
し
て
古
川
勝

茂
宮
司
（
鳳
笙
）
、
溝
上
忠
秀

宮
司
（
篳
篥
）
、
大
島
仁
志
祢

宜
（
龍
笛
）
が
そ
れ
ぞ
れ
奉

仕
し
た
。 

 

祭
典
に
先
立
ち
、
斎
主
一

拝
、
開
扉
、
献
饌
と
続
き
斎
主
が
祝
詞
を
奏
し

た
の
ち
、
講
書
始
め
の
儀
と
し
て
、
日
吉
高
明

日
枝
神
社
宮
司
が
「
西
宮
社 

火
災
か
ら
の
復
興

の
軌
跡
」
と
題
し
て
講
演
。 

 

西
宮
社
は
令
和
二
年
十
一
月
、
火
災
に
よ
り

本
殿
以
下
拝
殿
を
焼
失
。
そ
の
後
、
神
社
や
地

元
で
は
地
域
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
何
と
か
復
興

さ
せ
た
い
と
の
思
い
で
、
様
々
な
手
段
を
講
じ

て
再
建
へ
の
道
筋
を
立
て
て
こ
ら
れ
た
。 

 

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
令
和
六
年
に
竣
功
を
迎

え
、
同
年
十
月
に
は
本
殿
遷
座
祭
と
鎮
座
八
五

〇
年
祭
が
厳
粛
に
執
り

行
わ
れ
た
。 

 

今
回
は
こ
れ
ま
で
に

至
る
経
緯
や
奉
賛
活
動

を
日
吉
宮
司
が
年
表
や

資
料
を
基
に
解
説
。
協
力

者
確
保
や
奉
賛
金
募
集

の
難
し
さ
な
ど
、
全
て
の

神
社
に
共
通
す
る
よ
う

な
課
題
を
参
会
者
は
熱
心
に
聴
講
し
た
。 

 

講
演
の
後
、
斎
主
が
玉
串
を
奉
り
て
拝
礼
、

以
降
、
神
社
庁
長
、
総
代
会
長
、
各
指
定
団
体

代
表
、
副
庁
長
が
拝
礼
し
た
。
撤
饌
の
後
、
閉

扉
、
斎
主
一
拝
と
続
き
、
祭
儀
を
執
り
納
め
、

本
年
賀
寿
を
迎
え
た
神
職
を
紹
介
す
る
と
共

に
、
德
久
神
社
庁
長
、
南
里
総
代
会
長
が
年
頭

に
あ
た
っ
て
の
挨
拶
と
抱
負
を
語
り
、
全
て
の

日
程
を
終
え
た
。 

 

◇ 

祝 

意 

表 

明 

◇ 

・
米
寿
（
昭
和
十
三
年
生
） 

 
 

乙
宮
神
社
祢
宜 

遠
田 

倫
也 

殿 

天
山
神
社
宮
司 

宮
原 

信
喜 

殿 

・
喜
寿
（
昭
和
二
十
四
年
生
） 

八
坂
神
社
宮
司 

宮
田 

清
登 

殿 

背
振
神
社
宮
司 

田
中 

雅
治 

殿 

淀
姫
神
社
権
祢
宜 

田
中 

房
子 

殿 

天
子
神
社
宮
司 

北
村 

建
治 

殿 
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発
行
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佐
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県
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社
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庁
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久 
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佐
賀
市
川
原
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号 
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メ
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ル
ア
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レ
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祝
祭
日
に
は
国
旗
を 

掲
げ
ま
し
ょ
う 
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行
事
予
定  

 
二
月 五

日 

神
政
連
県
本
部
役
員
会 

 

十
一
日 
建
国
記
念
祭 

於
佐
賀
縣
護
國
神
社 

東
松
浦
地
区
西
支
部
建
国
記
念 

の
日
奉
祝
式
典 於

玄
海
町
々
民
会
館 

 
 
 

 
 

建
国
ま
つ
り 於

県
立
図
書
館
ホ
ー
ル 

 

二
十
日 

草
場
昭
司
大
人
命
五
年
祭 

 

二
十
日 

九
州
地
区
敬
神
婦
人
連
合
会
総 

 
 
 

 
 

会 
 
 

 
 

 
 

於
鹿
児
島
県 

二
十
六
日 

過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
施 

策
研
究
会 

 
 

 

於
神
社
本
庁 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭 

於
神
社
庁 

 
 
 

 
 

役
員
会 

二
十
七
日 

同
右
・
過
疎
対
策
教
化
研
修
会 

於
神
社
本
庁 

 

三
月 二

日 

祐
徳
稲
荷
神
社
例
祭 

三
日 

第
二
十
三
回
神
政
連
時
局
対
策 

連
絡
会
議 

於
衆
議
院
会
館 

 
 

五
日 

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭 

 
 
 

 
 

第
七
回
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向 

上
計
画
研
修
会
（
～
六
日
） 

於
神
宮
ほ
か 

七
日 

神
社
庁
支
部
長
会 
 

於
神
社
庁 

 
 

 

神
社
庁
協
議
員
会 

 

於
神
社
庁 

神
道
議
員
連
盟
合
同
研
修
会 

於
記
念
館 

十
日
～
十
四
日 九

州
地
区
中
堅
神
職
研
修(

甲)
 

於
福
岡
県 

 

十
一
日 

東
日
本
大
震
災
慰
霊
・
復
興
祈
願 

祭  
 

 

於
佐
賀
縣
護
國
神
社 

九
州
各
県
神
社
庁
長
・
参
事
会 

～(

十
二
日)

於
大
分
県 

 
十
三
日 

神
社
庁
長
懇
話
会 

於
明
治
記
念
館 

 

十
四
日 
神
社
庁
長
会 

 
  

於
神
社
本
庁 

二
十
六
日 
総
代
会
役
員
・
支
部
長
会 

 
 
 

 
 

総
代
会
評
議
員
会 

 

於
神
社
庁 

  

事
務
連
絡  

令
和
七
年
一
月
七
日
附
秘
書
発
第
一
号 

神
社
本
庁
秘
書
部
長
心
得
名
・
神
社
庁
長
宛 

▼
敬
神
功
労
章
の
内
申
に
つ
い
て 

 

標
記
の
件
、
敬
神
功
労
章
授
与
規
程
細
則
第

三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
定
め
の
通
り
、
二

月
末
日
迄
に
御
提
出
願
ふ
事
に
な
っ
て
を
り

ま
す
の
で
、
提
出
期
日
に
遅
れ
、
選
考
委
員
会

の
審
査
に
漏
れ
る
事
の
な
い
や
う
御
提
出
願

ひ
ま
す
。 

 

尚
、
神
社
名
並
び
に
氏
名
に
は
必
ず
「
フ
リ

ガ
ナ
」
を
付
け
、
申
請
神
社
の
宮
司
名
及
び
住

所
を
付
せ
ら
れ
る
や
う
、
併
せ
て
お
願
ひ
致
し

ま
す
。 

以 

上 
 

※
該
当
者
を
内
申
さ
れ
る
場
合
に
は
神
社
庁
ま

で
お
申
し
出
の
上
、
二
月
二
十
日
迄
に
調
書
及
び

履
歴
書
を
添
え
て
御
提
出
下
さ
い
。 

 

令
和
七
年
一
月
十
五
日
附 

一
財
神
道
文
化
会
会
長
名
・
各
位
宛 

▼
神
道
文
化
会
表
彰
の
推
薦
方
御
依
頼
に
つ 

い
て 

当
神
道
文
化
会
に
関
し
ま
し
て
は
常
日
頃

よ
り
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
有
難
く
厚
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

さ
て
、
お
蔭
様
に
て
平
成
十
一
年
度
よ
り
の

表
彰
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
昨
年
で
二
十
五

回
を
数
え
、
昭
和
四
十
三
年
度
以
来
の
表
彰
事 

業
は
五
十
七
年
と
な
り
、
表
彰
件
数
は
二
五

四
件
に
上
り
ま
す
。 

こ
の
よ
ぅ
な
長
き
亘
り
事
業
推
進
に
ご
協

力
を
頂
戴
し
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次

第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
度
も
同
封
の
「
規
程
」

を
御
高
覧
の
上
、
功
績
調
書
に
表
彰
候
補
者
が

「
規
程
」
第
二
条
の
い
ず
れ
の
号
に
該
当 

す
る
か
を
御
記
入
い
た
だ
き
た
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
二
十
五
回
ま
で
の
被
表

彰
者
名
お
よ
び
本
会
の
事
業
一M

を
添
付
い
た 

し
ま
す
の
で
御
参
照
い
た
だ
き
た
く
存
じ

ま
す
。 

本
会
発
展
の
た
め
、
何
卒
お
力
添
え
を
賜
り

ま
す
よ
ぅ
願
い
上
げ
、
右
、
表
彰
候
補
者
推
薦

の
御
依
頼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

尚
、
令
和
三
年
に
「
神
道
文
化
会
表
彰
規
定

細
則
の
一
部
を
改
訂
い
た
し
ま
し
た
。
宜
し
く

御
承
知
い
た
だ
き
、
何
卒
積
極
的
な
御
推
薦
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
期 

日 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
必
着 

一
、
推
薦
者 

 
 

各
都
道
府
県
神
社
庁
長
ほ
か 

一
、
備 

考 

 
 

規
程
第
二
条
二
～
四
号
に
つ
い
て
は
、
所 

定
の
用
紙
に
ご
記
入
の
上
、
そ
の
資
料
と 

な
る
出
版
物
又
は
活
動
報
告
書
な
ど
を 

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

表
彰
対
象
に
は
特
に
規
定
は
あ
り
ま
せ 

ん
の
で
、
各
号
該
当
者
を
推
薦
し
て 

下
さ
い
。 

参
考
資
料 

◇
神
道
文
化
会
表
彰
規
程 

抄
◇ 

第
二
条 

前
条
に
定
め
る
表
彰
は
、
左
の
各
号 

に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
行
う
。 

 

一 

多
年
神
道
文
化
高
揚
に
精
励
し
、
そ
の 

功
績
抜
群
な
る
個
人
も
し
く
は
団
体 

 

二 

神
道
文
化
に
関
す
る
学
術
研
究
に
お 

い
て
、
そ
の
功
績
の
顕
著
な
る
も
の 

 

三 

神
道
な
ら
び
に
神
社
に
関
す
る
広
報
・ 

教
化
活
動
に
お
い
て
、
そ
の
功
績
顕
著
な 

る
も
の 

 

四 

神
道
関
係
団
体
に
お
い
て
、
そ
の
活
動 

が
優
秀
な
る
も
の 

 

五 

神
道
文
化
高
揚
の
た
め
功
労
あ
る 

も
の 

※
該
当
者
を
内
申
さ
れ
る
場
合
に
は
関
係
書 

類
を
配
布
致
し
ま
す
の
で
、
神
社
庁
宛
御
連 

絡
下
さ
い
。
ま
た
、
神
社
庁
へ
の
内
申
期
日 

は
二
月
末
日
迄
と
致
し
ま
す
。 

 

令
和
七
年
一
月
十
五
日
附 

一
財
神
道
文
化
会
会
長
名
・
各
位
宛 

▼
神
道
芸
能
普
及
費
受
給
者
の
推
薦
方
御
依 

頼
に
つ
い
て 

当
神
道
文
化
会
に
関
し
ま
し
て
は
、
常
日
頃

よ
り
格
別
の
御
高
配
を
賜
り
有
難
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。 

籾
、
本
会
で
は
、
平
成
元
年
度
よ
り
神
道
芸

能
の
た
め
の
普
及
事
業
と
し
て
、
援
助
金
を
支

給
し
、
本
年
度
で
三
十
六
回
と
な
り
ま
す
。 

本
年
も
別
紙
の
通
り
「
神
道
芸
能
普
及
費
支

給
規
程
に
基
づ
き
、
受
給
者
の
選
定
を
行
う
こ

と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

つ
き
ま
し
て
は
、
本
援
助
費
の
有
効
な
御
活

用
を
願
い
上
げ
た
く
、
左
記
を
御
参
照
の
上
、

是
非
と
も
受
給
者
の
御
推
薦
を
賜
り
ま
す
よ

う
、
こ
の
段
謹
ん
で
御
依
頼
申
し
上
げ
ま
す
。 

尚
、
昨
年
度
よ
り
、
活
動
全
般
の
明
確
な
祀

握
の
た
め
、
申
請
書
類
の
報
告
書
に
添
え
、
動

画
（
Ⅾ
Ⅴ
Ⅾ
等)

の
提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 
 
 

 
 

記 

一
、
期
日 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
必
着 

一
、
推
薦
者 

 
 

各
都
道
府
県
神
社
庁
長
ほ
か 

一
、
申
請
書
類 

 
 

①
該
当
団
体
の
概
要
②
過
去
三
年
間
の 

活
動
状
況
③
他
の
補
助
金
の
状
況
④
普 

及
費
の
主
な
目
的
を
お
書
き
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
必
ず
そ
の
資
料
と
し
て
、
活
動
の

動
画
（
Ｄ
Ⅴ
Ｄ
等
）
、
出
版
物
や
記
録
写

真
等
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。 以 

上 
 

※
受
給
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
は
関
係
書
類 

を
配
布
致
し
ま
す
の
で
、
神
社
庁
宛
御
連
絡 

下
さ
い
。
ま
た
、
神
社
庁
へ
の
内
申
期
日
は 
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二
月
末
日
迄
と
致
し
ま
す
。 

 

◇
◆
◇
教
化
委
員
た
よ
り
◇
◆
◇ 

琴
路
神
社
の
清
掃
活
動
に
参
加
し
て 

祐
徳
稲
荷
神
社
権
祢
宜 

前
田 

英
明 

 

一
月
十
九
日
、
私
の
氏
神
神
社
で
あ
る
鹿
島

市
の
琴
路
神
社
に
て
清
掃
活
動
に
参
加
い
た

し
ま
し
た
。
こ
の
活
動
は
平
成
二
年
か
ら
始
ま

り
、
毎
月
一
回
、
二
十
五
地
区
が
当
番
制
で
行

っ
て
い
る
地
域
の
伝
統
で
す
。
今
回
は
私
の
住

む
地
区
が
当
番
と
な
り
、
八
十
六
戸
の
氏
子
が

参
加
い
た
し
ま
し
た
。 

活
動
前
に
は
、
参
加
者
全
員
が
集
合
し
、
宮

司
様
の
奥
様
よ
り
「
伊
勢
の
神
宮
に
は
日
本
人

の
総
氏
神
様
で
あ
る
天
照
大
御
神
が
お
祀
り

さ
れ
て
い
る
こ
と
」
や
「
崇
敬
神
社
と
氏
神
神

社
の
違
い
」
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

特
に
、
「
琴
路
神
社
は
氏
子
で
あ
る
私
た
ち
自

身
が
守
り
、
支
え
て
い
く
お
社
で
あ
る
」
と
の

説
明
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
神

社
の
意
義
を
丁
寧
に
伝
え
る
姿
勢
に
、
私
自
身
、

神
職
と
し
て
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。 

清
掃
活
動
で
は
班
ご
と
に
分
か
れ
、
境
内
の

広
大
な
敷
地
の
落
ち
葉
を
集
め
、
社
殿
を
丹
念

に
清
掃
い
た
し
ま
し
た
。
参
加
者
一
人
ひ
と
り

が
真
摯
に
取
り
組
む
姿
に
、
地
域
の
結
束
と
氏

神
神
社
へ
の
想
い
を
感
じ
ま
し
た
。 

日
々
、
多
く
の
参
拝
者
を
迎
え
る
中
で
、
神

社
の
歴
史
や
参
拝
作
法
を
伝
え
る
大
切
さ
を

再
認
識
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
知
識
を

深
め
、
参
拝
者
に
神
社
の
尊
さ
を
わ
か
り
や
す

く
伝
え
ら
れ
る
神
職
を
目
指
し
て
精
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。 

 

◇
◆
◇
神
政
連
た
よ
り
◇
◆
◇ 

 

今
般
、
白
石
町
で
は
任
期
満
了
に
伴
う
、
町

長
・
町
議
会
議
員
選
挙
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。 

 

結
果
は
御
承
知
の
通
り
、
何
れ
も
無
投
票
と

は
な
り
ま
し
た
が
、
町
議
会
議
員
選
挙
に
八
坂

神
社
祢
宜
で
も
あ
る
溝
上
良
夫
氏
が
立
候
補

さ
れ
、
六
期
目
の
当
選
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
回
の
立
候
補
に
あ
た
っ
て
、
神
政
連
で
は

溝
上
氏
を
推
薦
候
補
者
と
し
、
学
神
祭
の
折
に
、

推
薦
書
を
村
田
本
部
長
が
手
交
さ
れ
ま
し
た
。

引
続
き
町
政
へ
の
貢
献
は
も
と
よ
り
、
地
域
や

神
社
の
こ
と
に
つ
い
て
も
神
職
の
目
線
で
尽

く
し
て
戴
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
神
政
連
県
本
部
で
は
六
年
ぶ
り
に
佐

賀
県
神
道
議
員
連
盟
と
の
合
同
研
修
・
懇
談
会

を
予
定
し
て
い
ま
す
。
後
日
、
御
案
内
致
し
ま

す
の
で
、
奮
っ
て
御
参
加
下
さ
い
ま
す
様
、
お

願
い
申
上
げ
ま
す
。 

★
神
政
連
・
神
議
連
合
同
研
修
、
懇
談
会 

 

日
時 

三
月
七
日
（
金
）
十
八
時
～ 

 

場
所 

佐
嘉
神
社
記
念
館 

 

講
演 

日
本
の
現
状
と
神
政
連
の
取
組
み 

 

講
師 

神
政
連
中
央
本
部 

 
 
 

 
 

小
間
澤 

肇 

事
務
局
長 

  

事
務
報
告  

▼
九
州
地
区
別
表
神
社
宮
司
会
開
催 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
、
大
分
市
・
ホ
テ

ル
日
航
大
分
を
会
場
に
九
州
地
区
別
表
神
社

宮
司
会
が
開
催
さ
れ
た
。 

 

昨
年
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
の
穏
や
か
な

天
候
に
恵
ま
れ
九
州
地
区
の
別
表
神
社
関
係

者
、
神
社
庁
関
係

者
五
十
三
名
が

参
加
、
大
分
縣
護

國
神
社
を
正
式

参
拝
し
た
後
に
、

ホ
テ
ル
に
場
所

を
移
し
、
定
例
の

会
議
に
臨
ん
だ
。 

 

会
議
は
午
後

四
時
三
十
分
か

ら
始
ま
り
、
本
庁
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や
神
政
連
事
項
の
報
告
を
受
け
る
な
ど
し
て
、

懇
親
会
で
は
各
地
の
正
月
状
況
な
ど
を
語
ら

い
、
年
始
の
挨
拶
を
交
わ
す
姿
が
見
ら
れ
た
。 

尚
、
当
日
は
佐
賀
県
内
全
て
の
別
表
神
社
か

ら
関
係
者
が
出
席
し
た
。 

  

今
後
の
九
州
地
区
関
係
諸
会
議
日
程 

 

●
九
州
各
県
神
社
庁
長
・
参
事
会 

 
 
 

三
月
十
一
日
（
火
）
於
別
府
市 

●
九
州
地
区
神
社
本
庁
評
議
員
会 

 
 
 

四
月
十
六
日
（
水
）
於
大
分
市 

●
九
州
各
県
神
社
庁
連
合
会
神
職
総
会 

 
 
 

五
月
十
三
日
（
火
）
・
十
四
日
（
水
） 

 
 
 

於
大
分
市 

 

【
御
垣
内
特
別
参
拝
許
可
願
申
請
】 

■
伊
勢
神
社
宮
司 

古
川 

和
生 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
九
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
一
月
八
日 

・
員 

数 

代
表 

 

佐
賀
市
議
会
議
員 

平
原
嘉
德 

 
 

他
一
名 

 

■
武
雄
神
社
宮
司 

武
雄 

哲
司 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
一
月
十
九
日 

・
員 

数 

代
表 

朝
日
Ｉ
＆
Ｒ
ホ
ー
ル 

デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）
七
名 

 

■
波
多
八
幡
神
社
宮
司 

堤 

貞
信 

 

・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
一
月
二
十
日 

・
員 

数 

岡
本
正
幸 

 

他
二
名 

 

■
與
賀
神
社
宮
司 

溝
上 

忠
秀 

 
・
参
拝
日 

皇
大
神
宮 

 
 
 

 
 

 

令
和
七
年
一
月
二
十
六
日 

豐
受
大
神
宮 

令
和
七
年
一
月
二
十
六
日 

・
員 

数 
野
守
孝
之 

 

他
三
名 

 

【
任 

免
】 

■
乙
宮
社
宮
司 

松
本 
剛 

 
 

小
城
市
牛
津
町 

 
 

兼
ね
て
西
宮
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 
 

兼
ね
て
天
満
神
社
宮
司
に
任
ず
る 

 

令
和
七
年
二
月
一
日 

 

【
新
任
神
職
紹
介
】 

 

 

熊
野
神
社
権
祢
宜 

も
り 

 
 

 

か
お
り 

森 
 

香
織 

昭
和
四
十
五
年
生
ま
れ 

 

 

寄

贈

書

籍

等

目

録

並

び

に

御

芳

名 

自 

令
和
七
年 

一
月 

 

一
日 

至 
 

 
 

 
 

仝 

三
十
一
日 

・
鵜
戸 

第
九
九
号 

鵜
戸
神
宮 

様 

・
鹽
竈
さ
ま 

第
一
九
九
号 

鹽
竈
神
社 

様 

・
青
森
県
神
社
庁
報 

第
一
八
二
号 

青
森
県
神
社
庁 

様 

・
景
仰 

第
七
四
号 

常
磐
神
社 

様 

・
千
葉
県
神
社
庁
報 

第
一
一
八
号 

千
葉
県
神
社
庁 

様 

・
お
明
神
さ
ま 

第
二
五
六
号 

三
嶋
大
社 

様 

・
い
や
比
古 

第
三
一
八
号 

彌
彦
神
社 

様 

・
む
す
び 

第
一
六
三
号 
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生
田
神
社 

様 
・
庁
報
新
潟 

第
一
三
三
号 新

潟
県
神
社
庁 

様 

・
國
見 
第
二
三
四
号 

茨
城
県
神
社
庁 

様 

・
茨
城
の
神
社
と
祭
り 

第
二
十
二
回 

茨
城
県
神
社
庁 

様 

・
岡
山
県
神
社
庁
報 

第
一
三
八
号 

岡
山
県
神
社
庁 

様 

・
滋
賀
県
神
社
報 

第
二
一
六
号 

滋
賀
県
神
社
庁 

様 

・
長
崎
県
神
社
庁
報 

第
八
四
号 

長
崎
県
神
社
庁 
様 

・
飛
梅 

第
二
一
三
号 

太
宰
府
天
満
宮 

様 

・
あ
し
か
ひ 

第
一
二
六
号 大

阪
府
神
社
庁 

様 

・
穂
徳 

第
八
四
〇
号 

竹
駒
神
社 

様 

・
相
模 

第
五
三
九
号 

寒
川
神
社 

様 

・
み
や
し
ろ 

第
一
八
〇
号 石

川
県
神
社
庁 

様 

・
霧
島
山 

第
一
五
九
号 

霧
島
神
宮 

様 

・
石
清
水 

第
一
二
四
号 

石
清
水
八
幡
宮 

様 

・
ま
つ
の
を 

第
五
二
号 

松
尾
大
社 

様 

・
あ
ゝ
楠
公
さ
ん 

第
十
七
号 

湊
川
神
社 

様 

・
平
安
楽
土 

第
九
六
号 

平
安
神
宮 

様 

・
熊
本
県
神
社
庁
報 

第
一
七
四
号 

熊
本
県
神
社
庁 

様 

・
箱
根 

第
二
九
七
号 

箱
根
神
社 

様 

・
木
國 

第
六
一
号 

和
歌
山
県
神
社
庁 

様 

・
さ
く
ら
山 

第
十
号 

茨
城
縣
護
國
神
社 

様 
・
富
ヶ
岡 

第
一
一
五
号 

富
岡
八
幡
宮 

様 

・
神
青
協 
第
一
五
五
号 

神
道
青
年
全
国
協
議
会 

様 

・
愛
媛
県
神
社
庁
報 
第
六
一
七
号 

愛
媛
県
神
社
庁 

様 

・
三
重
県
神
社
庁
報 

第
一
五
〇
号 

三
重
県
神
社
庁 

様 

・
み
つ
ミ
祢
山 

第
二
六
七
号 

三
峰
神
社 
様 

・
二
葉 

第
一
五
五
号 

広
島
県
神
社
庁 

様 

・
あ
つ
た 

第
二
八
五
号 

熱
田
神
宮 

様 

・
樽
前
山 

第
一
〇
二
号 

樽
前
山
神
社 

様 

・
い
ず
さ
ん 

新
年
号 

伊
豆
山
神
社 

様 

    

３月諸会合の案内 

 

３月 ７日（金） 

   11：00～神社庁支部長会 

   14：00～神社庁協議員会 

 

３月２６日（水） 

   11：00～総代会役員・支部長会 

   13：00～総代会評議員会 

 

◎新役員報告書等の提出お忘れなく！ 


